
中
世
前
期
に
お
け
る
宇
治

の
軍
事
機
能
に

つ
い
て

野

口

　

実

は
じ
め
に

中世前期 における宇治の軍事機能について

　
古
代
以
来
、
宇
治
が
交
通
上
の
要
衝
を
占
め
、
そ
れ
が
同
時
に
軍
事
的
に
も
重
要
な
位
置
を
示
す
こ
と
は
縷
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
宇
治
は
浄
土
思
想
を
体
現
し
た
平
等
院
阿
弥
陀
堂

(鳳
鳳
堂
)
を
中
核
と
し
た
京
郊
の
風
光
明
媚
な
別
業
の
地
、
『源

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　

氏
物
語
』
宇
治
十
帖
の
舞
台
と
し
て
の
雅
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
が

一
般
に
普
及
し
て
お
り
、
そ
の
対
極
に
位
置
す
る
軍
事
や
武
士

の
問
題

は
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
極
め
て
少
な
い
。

　

一
方
、
最
近
、
宇
治
が
院
政
期
に
大
路

・
小
路
に
よ

っ
て
区
画
さ
れ
た
街
区
を
と
も
な
う
都
市
と
し
て
整
備
さ
れ
、
政
治

・
軍
事

・

宗
教
権
力
を
掌
握
し
た

「複
合
権
門
」
た
る
摂
関
家

の
本
拠
と
呼
ば
れ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
景
観
を
呈
す
る
に
至

っ
た
こ
と
が
、
文
献
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　　

学

・
考
古
学
の
両
面
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
本
稿
は
こ
の
時
代
の
宇
治
を

「複
合
権
門
都
市
」
と
捉
え
、
そ
の
軍
事
的
機
能
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
、
従
来

の
評
価
に
み
ら
れ
る
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京
都
に
従
属
し
た
側
面
を
相
対
化
し
、
情
緒
的
な
認
識
に
再
検
討
を
せ
ま

っ
て
、
摂
関
家
の
本
拠
都
市
と
し
て
の
宇
治
の
自
立
的
性
格

を
主
張
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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一　

院
政
期
以
前
の
宇
治
の
軍
事
的
環
境

　
平
安
遷
都
後
、
京
都
と
奈
良
を
結
ぶ
幹
線
ル
ー
ト
は
宇
治
と
与
渡

(淀
)
を
経
由
す
る
二
つ
の
ル
ー
ト
が
あ

っ
た
が
、
後
者
に
は
架

橋
が
さ
れ
ず
、
ま
た
平
安
京
の
機
能
が
左
京
に
集
約
さ
れ
て
い
く
の
に
と
も
な
い
、
宇
治
道
が
重
要
度
を
増
し
、
「大
和
大
路
」
と
呼

　
　
　
　
　
　
　ヨ　

ば
れ
る
に
い
た
る
。
宇
治
橋
に
は
、
薬
子
の
変

(八
一
〇
)
・
承
和

の
変

(八
四
二
)
に
際
し
て
は
頓
兵
が
置
か
れ
た
り
、
警
固
が
な
さ

れ
て
い
る

(『日
本
後
紀
』
弘
仁
元
年
九
月
十
一
日
条
、
『続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
七
月
十
七
日
条
)。

　
ま
た
、天
安
二
年

(八
五
八
)
に
は

「東
南
西
三
方
通
路
の
衝
要
な
る
を
以
て
」
宇
治
・与
渡
・山
崎
な
ど
の
道
が
警
固
さ
れ

(『三
代
実
録
』

同
年
八
月
二
+
七
日
条
)、
承
平

・
天
慶
の
乱
中
の
天
慶
三
年

(九
四
〇
)
に
も
宇
治
に
警
固
使
が
配
置
さ
れ
て
い
る

(『日
本
紀
略
』
同
年
八

月
二
十
七
日
条
V。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
くり
く
ま

　

一
方
、
宇
治
近
郊
の
栗
前
野
で
は
、
桓
武

・
嵯
峨

・
仁
明
天
皇
が
し
ば
し
ば
遊
猟

(狩
猟
)
を
行

っ
て
い
る

(年
表
参
照
)。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　る　

宇
治
北
方
の

「木
幡
野
」
も
狩
猟
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
遊
猟
が
軍
事
訓
練

の
側
面
を
も

つ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
栗
前
野
と
は
栗
前
山
周
辺
の
野
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
栗
前
山
は
諸
文
献
に

「栗
隈
山
」
「栗
駒
山
」
「栗
籠
山
」
「栗
栖
山
」
「栗
子
山
」

な
ど
と
表
記
さ
れ
る
。
『日
本
書
紀
』
仁
徳
天
皇
十
二
年
十
月
の
条
の

「栗
隈
県
」
あ
る
い
は

『和
名
抄
』
に
見
え
る

「栗
隈
郷
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
さく
ら

エ
リ
ア
に
属
し
た
山
の
名
で
あ
ろ
う
か
ら
、
栗
隈
社
な
い
し
は
栗
隈
天
神
と
も
呼
ば
れ
る
式
内
社
の
旦
椋
神
社

(宇
治
市
大
久
保
町
北
ノ

山
)
や
栗
隈
神
明
と
呼
ば
れ
る
神
明
神
社

(宇
治
市
神
明
宮
西
)
周
辺
に
比
定
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の

一
方
、
『山
城
名
勝
志
』
(巻
+
九
)
は
、



中世前期における宇 治の軍事機能について

〔地図1〕 平安京 と宇治の交通路(「宇治市史　年表』62頁 よ り、一部修正)
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　う
　

近

江

の
瀬

田
方

面

に
抜

け

る
宇

治

田

原
道

を

「
栗

子

山

越

」

と

い

っ
た

と
伝

え

て
お

り

、

明
確

で

は
な

い
。

　

総

合

的

に

考

え

て

、

「
栗
前

(栗
駒
)
山

」

と

は
、

宇

治

の
西

南

か

ら

東

南

に

広

が

る

丘

陵

の
総

称

で
、

大

和

道

は

こ

の
山
中

を

越

え

る

も

の

で
あ

っ
た
と

捉

え

て
お

き

た

い
。

　

ち

な

み

に

、
『更

級

日

記
』

の
著

者

で
あ

る
菅

原

孝

標

女

は

、
永

承

元

年

(
一
〇
四
六
)
十

月

、
初

瀬

詣

の
途

中
、
栗

駒

山

を

越
え

て

い

る
。

同

書

に

は

、
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夜

深

く

出

で

し

か
ば

、
人

々
困

じ

て

、
や

ひ

ろ
う

ち

と

い
ふ
所

に
と

ど

ま

り

て
、
物
食

ひ

な
ど

す

る

ほ
ど

に

し

も

、
供

な

る
者

ど

も

、

高

名

の
栗

駒

山

に

は
あ

ら
ず

や
、

日

も
暮

れ

が

た

に

な
り

ぬ

め
り

、

ぬ
し

た

ち

調

度

と

り

お

は

さ
う

ぜ

よ

や
、

と

言

ふ

を

、

い
と

も

の
お

そ

ろ

し
う

聞

く

。

と
見
え
、
「ぬ
し
た
ち
調
度
と
り
お
は
さ
う
ぜ
よ
や

(皆
、
弓
箭

を
手
に
な
さ
れ
よ
)」
の
文
言
か
ら
、
栗
駒
山
が
山
賊
の
出
没
す

る
こ
と
で
有
名
な
場
所
で
あ

っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
な

お
、
摂
関
時
代
、
摂
関
家

の
墓
所
は
浄
妙
寺
周
辺
の
木
幡
に
営

ま
れ
る
の
が
通
例
だ
が
、
康
和
三
年

(
二

〇
一
)
に
死
去
し

た
師
実
は
、
こ
こ

「栗
小
馬

(栗
駒
)
山
」
に
葬
ら
れ
て
い
る

(『殿

暦
』
康
和
三
年
二
月
二
十

一
日
条
)。

　
こ
の
時
代
の
宇
治
と
軍
事
と
の
関
係
で
、
も
う
ひ
と
つ
注
目

さ
れ
る
の
は
、
藤
原
忠
文
お
よ
び
渡
辺
党
の
こ
と
で
あ
る
。

　
忠
文
は
承
平

・
天
慶
の
乱
に
お
い
て
征
東
大
将
軍
に
任
じ
ら

〔地図2〕 木幡 ・宇治の主要な神社

　 (『宇治市史　 1』273頁 より)



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　

れ
た
武
人
貴
族
で
あ
り
、
宇
治
に
別
業
を
営
ん
だ
の
で
宇
治
民
部
卿
と
呼
ば
れ
た
。
そ
の
別
業
と
は
、
の
ち
に
摂
関
家
に
伝
領
さ
れ
る

冨
家
殿

(『拾
芥
抄
』)
と
も
、
小
倉

の
地
に
あ

っ
た

(『山
城
名
勝
志
』
巻
+
八
)
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
『今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
九

の
第
三
十
四
に
は
、
忠
文
が
鷹
飼
に
す
ぐ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
彼
か
ら
鷹
を
受
け
取

っ
た
式
部
卿
重
明
親
王
が

「木
幡

の
辺
」
で
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　　

を
試
そ
う
と
し
た
と

い
う
話
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　
『遠
藤
系
図
』
は
、
こ
の
忠
文
を
、
滝
口
の
武
者
や
相
撲
人
を
輩
出
し
、
歴
代
が
流
鏑
馬
な
ど
の
武
芸
に
す
ぐ
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ

る
摂
津
渡
辺
党
の
祖
と
し
、
忠
文
の
孫
為
方
が
宇
治
里
よ
り
渡
辺
に
移
住
し
て
は
じ
め
て
渡
辺
惣
官
職
に
就
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　　

宇
治
は
狩
猟
の
場
で
あ

っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
こ
に
は
武
芸
を
特
技
と
す
る
集
団
が
育
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二
　
興
福
寺
僧
徒
の
強
訴
と
宇
治

中世前期 における宇治の軍事機能につ いて

　
院
政
期
に
お
け
る
山
門

・
南
都

の
強
訴
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
洛
中
に
向
か
う
山
門
の
強
訴
に
は
検
非
違
使
ら
を
鴨

河
原
に
派
遣
し
た
の
に
対
し
て
、
南
都
か
ら
の
強
訴
に
対
す
る
防
衛

ラ
イ
ン
は
主
に
栗
駒
山
な

い
し
は
宇
治
川

(宇
治
橋
)
に
設
定
さ

　
　　　

れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　り
　

　
南
都
興
福
寺
は
藤
原
氏
の
氏
寺
で
あ
り
、
本
来
、
強
訴
収
拾
の
責
任
は
氏
長
者
に
あ

っ
た
。
久
安
四
年

(
=

四
八
)
八
月
、
興
福

寺
僧
徒
が
入
京
を
図

っ
た
際
、
鳥
羽
法
皇
は
武
士
を
宇
治
川
北
岸
に
配
置
す
る
と
共
に
、
藤
原
忠
実
に
命
じ
て
こ
れ
を
慰
撫
さ
せ
て
い

る
が

(『台
記
』
二
+
七
日
条
・『古
今
最
要
抄
』)、
ト
ラ
ブ
ル
の
発
生
に
際
し
、
氏
長
者
は
興
福
寺
の
衆
徒
を
説
諭
し
た
り
、
長
者
宣
を
も

っ

て
兵
杖
禁
止
を
布
告
す
る
の
が
通
例
で
あ

っ
た
。

　

一
方
、
南
都
僧
徒

の
側
も
強
訴
す
る
に
あ
た
り
、
と
り
あ
え
ず
宇
治
ま
で
発
向
し
、
そ
こ
で
京
都
の
反
応
を
た
し
か
め
る
、
と
い
う
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関係年表

年(西 暦)月.日

延暦15(796)　 9.21

　 　 23(804)　 8.25

弘仁1(810)　 9.11

　 　 2　　(811)　　 10.　 24

　 　 3　　(812)　 　 1.　 25

　 　 5　 (814)　 9.27

　 　 6(815)10.25

天長10(833)　 12.13

承和1(834)　 10.11

　 　 9(842)　 7.17

元慶6　 (882)　 12.21

寛平1(889)　 12.24

　　3　　(891)　　1.　13

天慶3(940)　 4.21

　　　　　　　8.27

　　9(946)　 9.2

天暦1(947)　 6.26

　　　　　　 11.3

長保3(1001)⑫10

寛弘2(1005)10.19

寛仁1(1017)2.27

治安1(1021)11.8

万寿2(1025)11.26

永承1(1046)10.

　　 7(1052)3.28

治暦1(1065)7.

延 久1(1069)5.29

承保1(1074)2.2

承暦1(1077)7.9

永保3(1083)11,12

寛 治1(1087)5.15

　　 　 　 　 　　 5.19

　　 6(1092)2.6

　 　 7(1093)11.

康和3(1101)2.

　 　 　 　 　 　 a.

　 　 4(1102)1.

　 　 　 　 　 　 z.

　 　 　 　 　 　 8.

6

4

13

17

12

長治1(1104)8.23

　　　　　　　10.5

永久1(1113)③.19

4.24

4.25

4.29

(院は白河、摂関は道長より記載)

事件(史 料) 院 摂関

桓武天皇、栗前野で遊猟(日 本後紀)

桓武天皇、栗前野で遊猟(日 本後紀)

薬子の変に際 し、宇治橋に警固の頓兵を置 く(日 本後紀)

嵯峨天皇、栗前野で遊猟(日 本後紀)

嵯峨天皇、栗前野で遊猟(日 本後紀)

嵯峨天皇、栗前野で遊猟ののち、明 日香親王の宇治別業に入る(日 本後紀)

嵯峨天皇、栗前野で遊猟(日 本後紀)

仁明天皇、栗前野で遊猟(続 日本後紀)

仁明天皇、栗前野で鷹鶴を放つ(続 日本後紀)

承和 の変に際 し、宇治橋に警固の兵を置く(続 日本後紀)

畿内諸国で漁猟禁止。紀伊郡木幡野 ・宇治郡下田野禁猟区となる(三 代実録)

陽成上皇、源融の宇治別業にたびたび乱入。屋敷を破壊 し、馬を奪う(扶 桑略

記 ・宇多天皇御記)

藤原基経が死去、木幡に埋葬(日 本紀略)

宇治に検非違使を派遣して羽藤太を追捕させる(貞 信公記)

承平 ・天慶の乱に際 して、宇治に警固使を配置する(日 本紀略)

朱雀上皇、宇治院を訪れて遊猟(日 本紀略)

宇治に別業をもち、宇治民部卿 と呼ばれた藤原忠文が死去(日 本紀略 ・今昔物語集)

陽成上皇が宇治院に渡 り、山野などで遊猟(吏 部王記)

東三条院詮子の遺骨を宇治山に移す(権 記)

木幡浄妙寺、落慶供養(御 堂関白記)

藤原道長、浄妙寺に入 り、父母 と姉詮子の墓に詣でる(御 堂関白記)

この前後、道長 とその室倫子らしばしば宇治別業に遊ぶ

小一条院、宇治より帰郷の途次、東寺南辺で高階成章 を凌櫟(小 右記)

藤原頼通、塩湯治のため岡屋に赴き、平維時の宅に入 る(小 右記)

菅原孝標の娘が初瀬参詣の途次宇治殿 を見る(更 級日記)

藤原頼通が宇治別業を寺 にあらため平等院とする(扶 桑略記)

藤原頼通、 しば しば宇治に逗留 し、 ここで諸公事をみ る(帥 記)

藤原頼通、初めて平等院で一切経会を行い、以後毎年恒例となる(百 錬抄)

藤原頼通、宇治御所(池 殿)で 死去(殿 暦 ・百錬抄)

この頃より、四条宮寛子が宇治に移 り住む(中 右記)

宇治南泉坊に住んだという宇治大納言隆国、死去する(公 卿補任)

藤原師実、宇治泉殿の舎屋を造加して、ここに渡る(吾 妻鏡)

藤原師実、平等院経蔵を巡見の後、S家 殿 に立ち寄る(為 房卿記)

白河上皇、烏羽 より平等院泉殿に赴 く(為 房卿記)

宇治北殿(冨 家)を 経て春 日祭に赴 く藤原忠実の行列 を、寛子が桟

敷 を構えて見物する(為 房卿記 ・中右記)

宇治の民家が多数焼失する(中 右記)

春 日祭使が宇治北殿(冨 家)か ら発遣 される(殿 暦 ・長秋記)

この 日、藤原師実が沢房で病死 し、ついで栗駒山に葬 られる(殿 暦)

宇治一ノ坂辺が焼失する(殿 暦)

四条宮寛子が白川別所金色院の落慶供養を行う　(地蔵院文杏)

白河上皇が興福寺衆徒強訴の風聞により、上洛を阻止するために宇

治橋の橋桁を引かせたが、18日 、藤原忠実が衆徒の慰諭に成功 し

たため旧に復す(殿 暦 ・中右記)

藤原忠実、宇治離宮社に神馬を献 じ、平等院釣殿で競馬を見物 し、

冨家に宿す。27日、宇治小川御堂に入 り、諸堂を見回る(殿 暦)

熊野先達が宇治で闘争 し、検非違使 に引き渡される(殿 暦)

清水寺に関する訴訟のため入京 を企 てた興福寺衆徒5千 人が宇治に

宿泊 し、翌 日勧学院に訴状を提出(殿 暦 ・長秋記 ・永久元年記)

興福寺衆徒入京の風聞により、宇治南坂辺に軍兵が派遣 される(永

久元年記 ・中右記)

興福寺 ・延暦寺衆徒 らの入京を阻止す るため、宇治などに武士が派

遣される(永 久元年記)

興福寺衆徒 と武士が栗駒山で合戦(興 福寺略年代記 ・大宮文書)
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中世前期 における宇治の軍事機能 について

年(西 暦)月.日
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治承4(1180)5,26
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養和1(1181)②15

寿永2(1183)4.21
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元暦1　 (1184)1.20

文 治2(1186)5.2

建 仁1(1201)5.7

　 　 2　 (1202)　 5.　 7

6.12

事件(史 料)

宇治一ノ坂で検非違使平正盛 らが興福寺衆徒 と合戦。衆徒等は春日

社神宝を捨てて逃走(中 右記)

藤原忠実、別業冨家の改築 をはじめる(殿 暦)

白河上皇、冨家および藤原朝輔の岡屋宅を訪れる(殿 暦 ・百錬抄)

京上 と和議に意見の分かれた興福寺衆徒が宇治辺に滞留 したため、

藤原忠実が四条宮寛子に帰京を促す(殿 暦)

四条宮寛子、宇治別業にて死去する(申 右記 ・百錬抄)

自称源義親を厨家殿 に匿う　(中右記)

藤原忠実の別業冨家が焼失する(中 右記 ・十三代要略)

大仏師長円を殺傷の犯人の興福寺僧追捕の命を受けた検非違使源為

義の一隊が宇治に宿し、翌日南都に下向(中 右記)

巨倉庄庄司の平国親が京都で強盗を働 き、検非違使に逮捕される(平

知信朝臣記)

宇治離宮祭が行われ、棋島 ・宇治辺の住人が競馬 を奉仕(中 右記)

藤原頼長が宇治一ノ坂を経て春日社に参詣(台 記)

興福寺衆徒7千 人が、春 日社神木を平等院北門に移す(中 臣祐賢記)

興福寺衆徒の強訴入京を防ぐために平忠盛 らを宇治橋 ・淀渡に派

遣。翌日、衆徒 ・神人が平等院大門前に榊 を置 く(南 都大衆入洛記
・一代要記 ・大宮文沓)

藤原忠実の家人源頼盛(槍 垣太郎)と 源惟正(辻 二郎)が 宇治双子

墓辺で合戦 し、源為義が鎮圧する(本 朝世紀)

南都大衆強訴の風聞により、宇治川北岸などに兵を配す(台 記)

「宇治県小松殿jの 寝殿において、藤原師長の元服が行われる(兵

範記)

源保頼の従者6人 が宇治で乱闘(台 記)

南都大衆が強訴のため春 日社神木を平等院北門に移 し、翌 日入京す

る(南 都大衆入洛記)

藤原忠実、宇治西殿で氏長者を頼長に譲る(台 記)

崇徳上皇方の宇野親治 と、宇治橋の守護にあたっていた後白河天皇

方の平基盛が宇治で合戦(保 元物語)

宇治を経 て近江国信楽に逃れようとした信西が検非違使に捕らえら

れて斬殺される(百 錬抄)

興福寺衆徒入京の噂により、栗隈山に兵士を派遣する(百 錬抄)

春日神木入京の風聞により、平重盛 らの軍勢を宇治川東岸に派遣 し、

宇治橋の橋桁を引 く　(玉葉 ・百錬抄)

神木が宇治に着き、興福寺衆徒が平等院堂舎を宿所 とする(玉 葉)

以仁王 ・源頼政が興福寺に向かう途中、平等院に籠 もり、宇治川で

合戦 し、頼政 らが敗死(玉 葉)

南都に向か う平重衡軍が、宇治に着陣(吉 記)

源氏追討のため、平重衡の軍勢が宇治道 より関東に向かう　(明月記
・玉葉)

木曾義仲追討のため、平知盛 らの軍勢が宇治路より北陸道に派遺さ

れる(皇 帝紀抄)

木曾義仲追討のため、平資盛を大将 とする追討軍が宇治路 より田原

方面に派遣 される(玉 葉)

源行家の軍が大和 より木幡山に到蔚 し、入京する(玉 葉)

法住寺合戦に際し、後 白河院 ・藤原基通が宇治方面に逃れたと風聞

され る(玉 葉 ・中臣祐重記)

源義経軍が田原か ら宇治に入 り、宇治川で源義広軍を破 り、大和大

路より入京(玉 葉)

藤原公守が宇治離宮の射笠懸で落馬 し、11日 に死去する(玉 葉)

藤原基通が平等院に入 り、法定院東門で競馬 を見物(猪 熊関白記)

藤原基通、小河御所に入 り、法定院前で宇治住民の奉仕する離宮祭

競馬な どを楽 しむ(猪 熊関白記)

後鳥羽上皇、宇治山辺で狩猟を行う　(明月記)
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元 久1(1204)7.11

建 保1(1213)11,13
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　　　　　　　11.19

承久3(1221)6.8

6.12

6.13

嘉禄2(1226)1.24

8.4

8.17

文暦1(1234)12.25
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2(1236)1.1

1.3
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建長2(1250)6.3
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事件(史 料)

後鳥羽上皇、平等院新造御所に逗留し、笠懸 ・狩 ・水練などに興 じ

る(明 月記 ・伏見宮記録)

興福寺衆徒入京の風聞により、軍勢が宇治に派遣 される(明 月記)

興福寺別当雅縁以下の衆徒 らが宇治に集結する(仁 和寺日次記)

春 日社神木が宇治に到若 し、東岸のyu勢 は橋桁 を引いて入京を阻止

す る。小倉辺が焼打ちされる(明 月記)

藤原光親、木津 ・宇治で奥福寺衆徒を説得する(明 月記)

朝廷、幕府軍の進攻に備 えて宇治 ・勢多・田原に軍勢を派遣する(吾

妻鏡)

上皇が勢多 ・食渡 ・鵜飼瀬 ・宇治 ・愼島 ・芋洗に重ねて軍勢を派遣

す る(吾 妻鏡)

宇治橋辺で交戦。北条泰時、栗隈山の陣から平等院に入る。この時、

平等院宝蔵破壊される(吾 妻鏡 ・禅定寺文u)

在京武士佐原盛連が酔って夜中、宇治に馳せ向かい、多 くの建物 を

破壊す る(明 月記)

金峰山衆徒が強訴入京を企て宇治に至ったため、菅十郎左衛門以下

300騎 が阻止のため宇治に向かう　(百錬抄 ・皇帝紀抄 ・明月記)

近衛家実、使者を派遣 して吉野神輿の入京停止を求めるが、追い返

される(明 月記)

興福寺衆徒、春 日神木とともに木津より宇治に至 り、幕府軍が宇治

橋 を引いて入京を阻止する(明 月記 ・百錬抄)

興福寺衆徒鎮圧のため、幕府軍の一隊が宇治路か ら木津川に向か う

(明月記)

春 日社神木が宇治に動座 しているため、藤原氏公卿の内裏出仕がな

く、節 会など停止される(明 月記 ・百錬抄)

宇治川に大鹿の死骸が流れ、栗隈山に鹿5頭 が現れたため、春日社

神官が神威を恐れる(中 臣祐茂記)

九条道家室拾子よ り宇治残留の春 日社神人に旅根が送られ、興福寺

衆徒が木津 ・相楽に関を構える(中 臣祐茂記)

後嵯峨上皇が西園寺公経の嶺島山荘 を訪れ、翌日競馬を見る(百 錬

抄)

金峰山衆徒が宇治に至 り、同社領の地頭源資国を訴える(不 知記 ・

皇代暦)

奈良坂非人が宇治一 ノ坂の乞食の集落に放火する(外 記日記)

長講会米の未進を訴えて入京を企てた春日社神人が、興福寺別当の

使者に宇治で制止される(中 臣祐賢記)

蒙古軍の捕虜が洛中を通 らずに、山崎 ・岡屋 ・醍醐を経由して鎌倉

に向かう(善 隣国宝記)

鷹司兼平、興福寺参詣に際 し、一ノ坂 ・八幡遙拝所を経 る(勘 仲記)

薪 ・大住両庄の境相論により、春 日社神木が平等院に動座。翌日、

入京を阻止しようとした武士を榊を先頭にして打ち破って下稲荷に

入 る。6日 法成寺に着 く(弘 安四年春 日入洛記 ・興福寺略年代記)

六波羅の軍勢が宇治橋の橋桁を引いて春日社神木の入京を防いだた

め、神木は平等院に、布留大明神は宇治橋北に留 まる(興 福寺略年

代記)

宇治橋警固の武士の狼籍 などの興福寺の訴えが六波羅探題に認めら

れ、神木帰座が要請 される(興 福寺略年代記 ・仁和寺諸記抄)

後醍醐天皇が山門 ・南都の衆徒 に勢多 ・宇治を警固させるという風

聞がある(花 園天皇農記)

金沢貞冬 らが宇治に陣 し、29日 、後醍醐天皇を捕 らえて平等院に

移送する(光 明寺残篇)

足利高氏、八幡 ・山崎 ・宇治などの人家に放火し、京都に進攻す る

(続史愚抄)
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の
公
私
矛
盾
し
た
立
場
を
如
実
に
示
す
も
の
と
い
え
る
。

　
武
力
衝
突
の
具
体
的
事
例
と
し
て
有
名
な
の
は
、
永
久
元
年

(
=

一
三
)
四
月
二
十
九
日
の
栗
前

(駒
)
山
合
戦
で
あ
る
。

　
清
水
寺
別
当
の
任
命
を
め
ぐ

っ
て
興
福
寺
・延
暦
寺
が
対
立
し
て
双
方
が
強
訴
に
及
ん
だ
た
め
、
藤
原
忠
実
は
家
司
藤
原
惟
信
を
も

っ

て
興
福
寺
大
衆
に
説
諭
を
加
え
た
が
不
調
に
お
わ

っ
た

(『殿
暦
』
四
月
+
三
日
条
)。
そ
こ
で
朝
廷
は
興
福
寺
僧
徒

の
強
訴
を
防
ぐ
た
め

に

「宇
治
南
坂
」
に
軍
兵
を
遣
わ
し
た

(『中
右
記
』
二
+
四
日
条
)。
と
こ
ろ
が
、
二
十
九
日
申
時

(午
後
四
時
頃
)、
現
れ
た
鹿
を
武
士
が

射
た
と
い
う
偶
発
的
な
こ
と
契
機
と
し
て
、
両
者
は

「宇
治

一
坂
南
原
辺
」
で
合
戦
に
及
び
、
興
福
寺
僧
徒
三
十
余
人
が
射
殺
さ
れ
る

と
い
う
結
果
を
招
い
た
。
迎
撃
に
あ
た

っ
た

「京
武
者
」
は
平
正
盛
・忠
盛
父
子
、
源
重
時
ら
院
直
属
の
武
力
で
あ

っ
た

(同
二
+
九
日
・

五
月
七
日
条
)。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　セ　

　
「宇
治

一
坂
」
は
、
宇
治
川
の
西
岸

の
低
地
か
ら
宇
治
丘
陵

(栗
駒
山
)
に
か
か
る
所

の
坂

の
こ
と
で
、
「宇
治
南
坂
」
も
同
じ
地
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ほ　

を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
『春
日
権
現
験
記
絵
』

(第
二
巻
)
に
は
、
こ
の
合
戦
の
有
様
が
克
明
に
描
か
れ
て
い
る
。

三
　
武
力
と
し
て
の
宇
治

・
愼
島
住
人

　
元
木
泰
雄
氏
は
、
鳥
羽
院
政
期
、
大
殿
と
し
て
君
臨
し
た
忠
実
と
そ
の
後
継
者
で
あ
る
頼
長
に
よ

っ
て
領
導
さ
れ
た
摂
関
家
が
、

一

門
の
公
卿

・
家
司
を
従
え
た
ば
か
り
で
な
く
、
国
家
的
武
力
で
あ
る
源
為
義
以
下
の
河
内
源
氏
や
多
田
源
氏
以
下
の
源
平
武
士
団
、
さ
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ら
に
は
南
都
興
福
寺

・
春
日
社
と

い
う
宗
教
勢
力
を
内
包
す
る

「複
合
権
門
」
に
成
長
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
武
力
の
点
か
ら

い
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ぬ
　

ば
、
摂
関
家
は
為
義
以
下
の
武
士
の
み
な
ら
ず
、
興
福
寺

の
悪
僧
も
主
従
関
係
の
も
と
に
組
織
す
る
に
至

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
宇
治
は
そ
の

「複
合
権
門
」
摂
関
家
の
本
拠
地
と
な

っ
た
。
王
家
の
家
長
で
あ
る
院
が
、
武
装
な
ど
様
々
な
禁
忌

の
制
約
を
受
け
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　

い
白
河

・
鳥
羽
な
ど
京
外
の
地
に
本
拠
を
置
い
た
よ
う
に
、
摂
関
家
大
殿
の
忠
実
も
ま
た
、
宇
治
を
本
拠
に
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
当
初
、
宇
治
川
東

(北
)
岸
側
に
所
在
し
た
冨
家
殿
に
い
た
忠
実
は
、
長
く
宇
治
に
居
住
し
て
い
た
四
条
宮
寛
子

(頼
通
の
娘
で
後
冷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　め　

泉
天
皇
の
皇
后
。
忠
実
を
猶
子
と
し
た
)
が
大
治
二
年

(
二

二
七
)
八
月
に
死
去
し
、
さ
ら
に
同
四
年

(
=

二
九
)
十
月
に
冨
家
殿
が
焼

失
し
た
こ
と
な
ど
を
契
機
と
し
て
、
平
等
院
の
あ
る
西
岸
側
に
大
路

・
小
路
を
と
も
な
う
碁
盤
の
目
状
の
街
区
を
造
成
し
、
こ
こ
に
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ロ
　

営
し
た
小
松
殿
に
居
住
す
る
こ
と
と
な
る
。
小
松
殿
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
の
は
保
延
二
年

(
=

三
六
)
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
平

等
院
阿
弥
陀
堂

(鳳
風
堂
)
が
翼
廊
を
伴

い
、
全
面
瓦
葺
き
に
な

っ
た
の
も
こ
の
頃
の
こ
と
で
、
瓦
は
摂
関
家
領
の
河
内
国
玉
櫛
庄

(東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　　

大
阪
市
・八
尾
市
)
で
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
要
す
る
に
、
宇
治
は
摂
関
家
の
自
前
の
力
で
都
市
と
し
て
整
備
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
宇
治
川
の
対
岸
に
位
置
す
る
宇
治
離
宮
社

(現
在
の
宇
治
上
神
社
・
宇
治
神
社
)
が
、
平
等
院
の
鎮
守
と
し
て
取
り
こ
ま
れ
た
の
は
、
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　む　

等
院

に
お
い
て

一
切
経
会
が
開
始
さ
れ
た
延
久
元
年

(
一
〇
六
九
)
前
後
の
こ
と
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
離
宮
社
は
ほ
ん
ら

い
棋
島

(真

木
島
)
を
含
む
宇
治

一
帯
の
氏
神
で
あ
り
、
毎
年
五
月
八
日
を
中
心
に
営
ま
れ
る
離
宮
社
祭
も
郷
民
の
祭
礼
で
あ

っ
た
が
、
頼
通
は
こ

れ
を
氏
長
者
が
奉
幣
す
る
藤
原
氏
主
導
の
祭
礼
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
十
二
世
紀
半
ば
近
く
、
摂
関
家
が
複
合
権
門
と
し
て
確

立
し
た
段
階
に
至
る
と
、
離
宮
社
の
祭
礼
は
、
藤
原
氏

一
族
挙
げ
て
の
祭
礼
と
し
て
、
祇
園
祭
や
稲
荷
祭
に
匹
敵
す
る
都
市
祭
礼
と
な

っ

　　
　

た
。
長
承
三
年

(
=

三
四
)
五
月
、
こ
の
祭
礼
を
見
物
す
る
た
め
に
宇
治
に
赴

い
た
藤
原
宗
忠
は
、
そ
の
有
様
を
大
旨
以
下
の
よ
う

に
伝
え
て
い
る

(『中
右
記
』
同
八
日
条
に
よ
る
)。

　
　
今
日
は
離
宮
祭
で
あ
る
。
そ
の
行
列
が
今
年
か
ら
小
川
殿
の
門
前
を
通
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
侍
所
の
桟
敷
で
見
物
し
た
。
左
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中世前期における宇治の軍事機能について

　
　
右
の
競
馬
が
十
番
あ
り
、
宇
治
と
真
木
島
の
住
人
ら
が
騎
乗
し
、
童
部
や
十
番
使
の
作
法
の
者
二
人
を
従
え
て
渡
御
し
た
。
神
輿

　
　

の
渡
御
に
は
、
巫
女
三
十
人
、
村
々
の
布
衣
の
騎
馬
の
者
が
数
十
人
、
束
帯
や
布
衣
の
者
、
幣
吊
を
捧
げ
る
者
、
弓
箭
を
帯
び
る

　
　
者
が
算
え
き
れ
な
い
ほ
ど
従

い
、
田
楽
や
鼓
笛

の
音
は
賑
や
か
で
、
巫
女
た
ち
の
衣
裳
は
天
女
が
飛
翔
す
る
か
の
よ
う
で
あ

っ
た
。

　
　
見
物
の
男
女
は
道
を
挟
ん
で
隙
間
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
未
時

(午
後
二
時
頃
)
に
渡
御
が
終
わ
り
、
本
社
に
お
い
て
競
馬
が
行
わ

　
　
れ
、
神
膳
が
供
せ
ら
れ
た
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
競
馬
を
勤
仕
し
た

「真
木
島

(愼
島
)
住
人
」
と

「宇
治
辺
住
人
」
の
存
在
で
あ
る
。
三
浦
圭

一
氏
は
、

南
北
朝
か
ら
室
町
期
に
か
け
て
宇
治
棋
島
を
本
貫
と
し
て
活
躍
し
た
武
士
団
で
あ
る
真
木
島
惣
官
家

(真
木
島
氏
)
が
、
も
と
も
と
平
安

末
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
は
真
木
島
を
中
心
に
宇
治
川
に
お
け
る
漁
携
に
携
わ

っ
た
賢
人
集
団
で
あ

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
、

ま
た

『遠
藤
系
図
』
に
、
淀
川
河
口
に
位
置
す
る
摂
津
渡
辺
を
本
貫
と
し
、
同
地
の
惣
官
職
を
に
な
う
渡
辺
党
の

一
族
が
宇
治
里
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ね　

渡
辺

へ
移
住
し
て
き
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
真
木
島
氏
と
渡
辺
党
の
つ
な
が
り
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
渡
辺
党
の

一
族
は

牧

の
経
営
に
も
関
与
す
る
こ
と
が
多
く
、
弓
馬
の
芸
に
長
じ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
お
り
、
後
鳥
羽
院
の
閲
兵
式
と
し
て
の
意
味
を
持

つ

新
日
吉
社
小
五
月
会
の
流
鏑
馬
に
も
射
手
と
し
て
出
場
し
た
者
も

い
る
。
宇
治
離
宮
祭
で
も
流
鏑
馬
は
行
わ
れ
て
お
り
、
鴇
田
泉
氏
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　お
　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
渡
辺
党
と
関
係
の
あ

っ
た
宇
治
真
木
島
の
住
人
も
弓
馬
の
達
者
で
あ

っ
た
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。
な
お
、
宇
治

離
宮
祭
で
は
流
鏑
馬

の
ほ
か
、
笠
懸
も
行
わ
れ
て
い
て
、
こ
れ
に
は
貴
族
自
ら
も
出
場
す
る
こ
と
が
あ

っ
た

(『玉
葉
』
文
治
三
年
五
月

十

一
日
条
)。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
宇
治
離
宮
祭
は
、
競
馬
や
騎
射
行
事

の
行
わ
れ
た
院
に
よ
る
鳥
羽
城
南
寺
祭
や
新
日
吉
社
小
五
月
会
と
同
様

の
閲
兵
機
能
を
持

つ
祭
礼
と
し
て
、
対
比
さ
れ
る
べ
き
行
事

で
あ

っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
後
述
の
よ
う
に
、
複

合
権
門
と
し
て
の
摂
関
家
に
従
属
し
た
京
武
者
の
中
に
は
、
宇
治
に
居
を
占
め
る
に
至
る
者
が
あ
り
、
こ
う
し
た
軍
事
貴
族
と
武
芸
に
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秀
で
た
宇
治
愼
島
な
ど
の
在
地
住
人
と
の
接
触
は
当
然
考
慮
さ
れ
る
べ
き
事
だ
と
思
う
。

　
宇
治
は
軍
事
的
な
要
衝
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
武
芸
を
職
能
と
す
る
人
々
の
供
給
地

・
居
住
地
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

四
　
武
士
の
宿
営
地
と
し
て
の
宇
治

　
宇
治
小
松
殿
は
、
久
安
元
年

(
=

四
五
)
正
月
、
頼
長
が
父
忠
実
と
祖
母
全
子

(
一
条
殿
)
に
見
参
し
た
り

(苔

記
』
二
日
条
)、
同

五
年
十
月
、
頼
長
の
次
男
師
長
の
元
服
の
儀
式
が
執
り
行
わ
れ
る
な
ど

(『本
朝
世
紀
』
+
九
日
条
)、
京
内
に
お
け
る
摂
関
家

の
本
邸

で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　お
ソ

あ
る
東
三
条
殿
に
準
ず
る
よ
う
な
機
能
を
担
う
よ
う
に
な

っ
て
い
く
。

　道
長

　頼

通
ヨ教

通

　師
実

寛
子

(四
条
宮
)

信
長

　・師

通
家
忠

　忠
実

忠
雅

　忠
通

頼
侵

高

陽

院

(泰
子
)

兼
雅

　基
実

　基
房

皇
嘉
門
院

(聖
子
)

兼
長

10基
通

11師
家

〔摂関家系図〕

 

・師

長

頼
宗

俊
家

宗
俊

宗
忠

注

番
号
は
摂
関
の
継
承
順



中世前期における宇治の軍事機能について

　
仁
平
三
年

(
=

五
三
)
四
月
、
こ
の
小
松
殿
に
鹿
が
入

っ
た
の
で
、
こ
れ
を
占
う
こ
と
が
あ

っ
た
が
、
そ
の
翌
日
、
忠
実
の
愛
妾

播
磨

の
養
女
と
な

っ
て
い
た
頼
長
の
娘
が
突
然
危
篤
に
陥
る
と
い
う
事
態
が
発
生
し
た
。
こ
の
娘
は
平
忠
正
の
宿
所
に
移
さ
れ
る
途
中

で
死
去
し
て
し
ま
う
が

(『兵
範
記
』
二
+
四
～
二
+
八
日
条
)、
こ
の
事
件
か
ら
、
保
元
の
乱
に
際
し
て
頼
長
の
武
力
を
構
成
し
た
武
士
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ふ
　

忠
正
が
、
当
時
、
宇
治
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
忠
正
同
様
、
忠
実

の
家
人
で
、
保
元
の
乱
の
際
、
頼
長
方
に
立

っ
た
河
内
源
氏
の
源
為
義
も
、
康
治
元
年

(
=

四
二
)
八
月
、
忠

実
の
命
に
よ

っ
て
奥
州

へ
流
刑
と
な

っ
た
興
福
寺
の
悪
僧
十
五
人
を
護
送
し
た
り

(云
口記
』
三
日
条
)、
そ
の
翌
年
六
月
、
忠
実
に
砥
候

し
て
い
た
源
頼
盛

(檜
垣
太
郎
)
と
同
惟
正

(辻
二
郎
)
が
宇
治
で
合
戦
を
企
て
た
際
に
は
頼
盛
の
郎
等
を
捕
ら
え

(『本
朝
世
紀
』
+
三
日
条
)、

さ
ら
に
久
安
六
年

(
=

五
〇
)
九
月
、
忠
実
が
忠
通
か
ら
氏
長
者
の
地
位
を
悔
返
し
て
東
三
条
殿
を
接
収
す
る
に
あ
た

っ
て
、
そ
の

警
固
を
担
当
す
る
な
ど

(『台
記
』
二
+
六
日
条
)、
摂
関
家

の
暴
力
装
置
と
し
て
忠
実
の
信
頼
あ

つ
い
存
在
で
あ

っ
た
か
ら
、
宇
治
に
宿

所
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ゐ　

　
ち
な
み
に
、
康
治
二
年
の
源
頼
盛
と
同
惟
正
の
合
戦
と

い
う
の
は
、
忠
実
の
家
人
と
し
て
同
輩
同
士
の
た
わ

い
な

い
口
論
が
合
戦
に

発
展
し
た
も
の
で
、
彼
ら
は
こ
の
時
と
も
に
宇
治
に
居
住
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
『本
朝
世
紀
』
(±

二
日
条
)
は
、
こ
の
合
戦
に
つ

い
て

「戦
闘
の
名
あ
り
と
い
え
ど
も
、
す
で
に
児
子
の
戯
れ
に
同
じ
」
と
評
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
源
頼
光
の
子
孫

で
摂
関
家
領
摂
津
国
多
田
庄

(兵
庫
県
川
西
市
)
を
本
拠
と
し
た
源
頼
憲
も
宇
治
に
宿
所
を
有
し
て
い
た
こ

と
は
間
違

い
な
い
。
彼
は
仁
平
元
年

(
=

五
〇
)
七
月
、
頼
長
の
命
を
受
け
て
源
為
義
の
摂
津
旅
亭
を
焼
却
し
て
い
る

(『本
朝
世
紀
』

+
六
日
条
)。
主
君
の
命
に
よ

っ
て
他
の
家
人
を
処
罰
し
た
訳
で
、
元
木
泰
雄
氏
は
、
頼
憲
が
摂
関
家
家
産
機
構
内
部
に
お
け
る
警
察
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　あ　

役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
頼
憲

(散
位
)
も
保
元
の
乱
に
際
し
、平
忠
正

(前
馬
助
)
と
と
も
に
頼
長
に
従

っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　り　

て
宇
治
か
ら
崇
徳
上
皇

の
陣
営
に
合
流
し
て
い
る

(『兵
範
記
』
保
元
元
年
七
月
+
日
条
)。
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と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
摂
関
家
に
奉
仕
す
る
武
士
た
ち

の
居
住
空
間
は
、
宇
治

の
ど
の
辺
り
に
営
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
見
た
よ
う
に
忠
実
に
近
仕
し

た
平
忠
正
の
宿
所
は
小
松
殿

の
近
隣
に
所
在
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
家
人

・
郎

等
の
す
べ
て
が
そ
こ
に
居
住
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
騎
射

の
習
練
や
、
事

あ
る
ご
と
に
各
地
の
所
領
か
ら
動
員
さ
れ
る
武
士
た
ち

の
宿
営
に
備
え
る
た
め

に
は
広

い
土
地
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
儀
礼
の
執
り
行
わ
れ
る
場
所
は
清
浄
で

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
殺
生
を
生
業
と
す
る
武
士
の
生
活
空
間
は
、
小
松
殿
や
平

等
院
の
所
在
す
る
宇
治
中
心
部
か
ら
は
極
力
排
除
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

　
近
年
の
考
古
学
的
調
査
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
藤
原
氏
の
別
業
邸
宅
群

の
範
囲

は
、
お
よ
そ
院
政
期
の
宇
治
の
都
市
空
間
に
該
当
す
る
中
宇
治
地
区
だ
け
で
も
、

東
西
で
は
宇
治
上
神
社
か
ら
矢
落
遺
跡

(宇
治
郵
便
局
の
辺
り
、
泉
殿
跡
想
定
遺
跡
)

ま
で
の
ニ
キ
ロ
以
上
、
南
北
で
は
下
居
の
段
丘
崖
か
ら
旧
巨
椋
池
畔

(J
R
宇
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　お
　

駅
北
の
武
田
病
院
の
辺
り
)
ま
で
の
七
〇
〇
層
以
上
に
お
よ
ん
だ
と

い
う
。

　
こ
れ
を
踏
ま
え
、
ま
た
、
古
代
以
来
の
宇
治
の
軍
事
地
理
的
な
評
価
を
前
提

に
考
え
る
な
ら
ば
、
宇
治
に
お
け
る
武
士
の
空
間
は
、
宇
治
川
東

(北
)
岸
や

一
ノ
坂
周
辺

(宇
治
市
壱
番

・
弐
番
の
辺
り
)
に
求
め
る
の
が
妥
当
な
の
で
は
な

い

か
と
思
わ
れ
る
。
康
治
二
年
に
源
頼
盛
と
同
惟
正
が
、

つ
ま
ら
ぬ
諄

い
か
ら
合

〔地図3〕 宇治中心部の旧道(『 宇治市史　 2』17頁 よ り)



中世前期 における宇治の軍事機能 について

戦
に
及
ぼ
う
と
し
た
と
き
に
陣
を
張

っ
た
の
が
宇
治
川
北
岸

(宇
治
市
五
ヶ
庄
)
の

「宇
治
双
子
墓
辺
」
で
あ

っ
た
こ
と
も
、
そ
の
傍
証

と
な
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
宇
治

一
ノ
坂
に
は
鎌
倉
時
代
に
乞
食

の
集
落
が
あ
り
、
文
永
元
年

(
一
二
六
四
)
六
月
二
十

一
日
、
奈
良
坂

非
人
に
よ
る
放
火
事
件
が
発
生
し
て
い
る

(『外
記
日
記
』)。

　
院
政
期

の
摂
関
家
は

「複
合
権
門
」
と
し
て
、
貴
族
で
あ
る
家
政
機
関
職
員
は
も
と
よ
り
、
有
名
な
信
実
以
下
の
南
都
悪
僧
、
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　の　

て
河
内

・
多
田
源
氏
、
伊
勢
平
氏
な
ど
の
武
士
団
を
主
従
関
係
に
組
織
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
本
拠
は
宇
治
に
置
か
れ
て
い
た
と

い
っ
て
よ
い
。

　
保
元
の
乱
に
お
け
る
軍
事
動
員
は
、
後
白
河
天
皇
方
が
国
家
権
力
を
も

っ
て
し
た
の
に
対
し
て
、
崇
徳
院
方
は
専
ら
複
合
権
門
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　　

て
の
摂
関
家
の
武
力
に
依
存
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
乱
に
際
し
、
源
為
義
は
崇
徳
院
に
献
策
し
て
、

　
　
ム
ゲ
ニ
無
勢

二
候
。
郎
従

ハ
ミ
ナ
義
朝

ニ
ツ
キ
候
テ
内
裏

二
候
。
ワ
ヅ
カ
ニ
小
男
二
人
候
。
ナ

ニ
ゴ
ト
ヲ
カ
ハ
シ
候
ベ
キ
。
コ
ノ

　
　
御
所

ニ
テ
待
チ
戦

ニ
ナ
リ
候
テ
ハ
、
少
シ
モ
叶
候

マ
ジ
。
急
ギ
急
ギ
テ
タ
ダ
宇
治

二
入
ラ
セ
ヲ
ハ
シ
マ
シ
テ
、
宇
治
橋
ヒ
キ
候
テ
、

　
　
シ
バ
シ
モ
ヤ
支

ヘ
ラ
レ
候
ベ
キ
。

と
述
べ
た
と

い
う
が

(『愚
管
抄
』
巻
第
四
)、
今
日
の
歴
史
学
の
成
果
に
基
づ
く
視
点
か
ら
捉
え
て
も
、
適
切
な
判
断
で
あ

っ
た
と
思
わ

れ
る
。

五
　
内
乱
の
な
か
の
宇
治

　
保
元
の
乱
の
敗
北
に
よ

っ
て
複
合
権
門
と
し
て
の
摂
関
家
は
解
体
し
、
宇
治
も
衰
退
の

一
途
を
辿

っ
て
い
く
。
し
か
し
、
そ
の
軍
事

的
要
衝
た
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
治
承

・
寿
永
内
乱
お
よ
び
承
久
の
乱
に
お
い
て
宇
治
は
戦
場
と
し
て
多
く
の
史
書

・
軍
記
に
そ
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●

の
名

を

と
ど

め

る

こ
と

と

な

る
。
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(1
)　
以
仁
王

・
源
頼
政
の
挙
兵

　
治
承
四
年

(
=

八
〇
)
五
月
、
平
家
打
倒
の
兵
を
挙
げ
た
以
仁
王
と
、
こ
れ
を
擁
す
る
源
頼
政
の
軍
勢
は
、
三
井
寺
か
ら
南
都
に
向

か
う
途
中
、
追
撃
し
て
き
た
平
家

の
軍
勢
と
宇
治
で
交
戦
し
た
。
合
戦
の
有
様
は

『平
家
物
語
』
に
詳
し
い
が
、
そ
の
多
く
は
文
学
的

　
　
　
　
　れ
　

虚
構

で
あ
り
、
『玉
葉
』
『山
塊
記
』
に
よ
れ
ば
、
以
仁
王

・
源
頼
政
の
軍
勢
五
十
余
騎
と
平
家
の
侍
大
将
で
あ
る
飛
騨
守
景
家

・
上
総

介
忠
清
ら
に
率
ら
れ
た
三
百
余
騎

の
追
討
軍
が
宇
治
橋
を
挟
ん
で
対
峙
。
景
家
の
部
隊
が
橋
板

の
引
か
れ
た
橋
上
で
合
戦
の
聞
、
忠
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

かば

の
勢
が
馬
筏
を
組
ん
で
西
岸
に
渡
河
を
試
み
、
平
等
院
前
で
合
戦
。
こ
こ
で
頼
政
は
死
に
、
以
仁
王
は
南
都
に
向
か

っ
た
も
の
の
、
綺

た 田
河
原

(木
津
川
市
山
城
町
綺
田
)
で
討
ち
取
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
注
目
さ
れ
る
の
は
、
戦
闘

の
決
着
が

つ
い
て
か
ら
宇
治
に
到
着
し
た
平
重
衡

・
維
盛
が

一
ノ
坂
辺
で
敵
軍
の
首
を
見
た
後
、
こ
れ
を

伴

っ
て
京
都
に
引
き
返
し
て
い
る
点
で

(『玉
葉
』
五
月
二
十
六
日
条
)、
宇
治
に
お
け
る

一
ノ
坂
の
境
界
的
性
格
が
あ
ら
た
め
て
看
取
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
『吾
妻
鏡
』

(五
月
二
+
七
日
条
)
に
は
、
三
井
寺
の
衆
徒
が
城
郭
を
構
え
た
た
め
に
宇
治
御
室
戸

(宇
治

市
菟
道
)
を
焼
き
払

っ
た
と

い
う
記
事
が
あ
り
、
以
仁
王
の
軍
に
従

っ
た
三
井
寺

の
衆
徒
た
ち
が
宇
治
川
東

(北
)
岸
に
防
衛
ラ
イ
ン
を

張

っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

(2
)　
平
家

一
門
の
都
落
ち

　
寿
永
二
年

(
=

八
三
)
七
月
、
源
義
仲

・行
家
が
都
に
軍
を
進
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
平
資
盛
を
大
将
軍
と
す
る
追
討
軍
が
編
成
さ
れ
、

資
盛

は
肥
後
守
貞
能
ら
三
千
余
騎

(こ
れ
は
公
称
で
、実
数
は
千
八
+
騎
)
を
従
え
て

「多
原
方
」
へ
向
か
い
宇
治

一
ノ
坂
辺
に
宿
し
た

(『玉



葉
』
二
+

一
・二
+
二
日
条
、
『吉
記
』
二
+

一
日
・
二
+
四
日
条
)。
多
原
と
は
宇
治
田
原
の
こ
と
で
、
近
江
に
あ

っ
た
義
仲
軍
を
牽
制
す
る

こ
と
が
目
的
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
行
家
軍
が
大
和
国
に
入
り
、
吉
野
の
大
衆
ら
が
こ
れ
に
与
力
し
て
い
る
と
い
う
情
報
が
入

っ
た
た

め
、
資
盛
は
こ
れ
を
迎
え
撃
と
う
と
し
、
さ
ら
に
謀
叛
を
企

て
た
多
田
源
氏
に
対
処
す
る
た
め
に
淀
川
尻
に
向
か
っ
て
い
る

(『玉
葉
』

二
+
二
日
条
、
『吉
記
』
二
+
四
日
条
)。
そ
の
後
、
資
盛
が
京
都
に
呼
び
戻
さ
れ
、
結
局
、

一
門
と
共
に
西
海
に
下

っ
た
こ
と
は
周
知

の
通

　
　
　
　お
　

り
で
あ
る
。
か
く
し
て
行
家
軍
は
難
な
く
上
洛
を
果
た
し
た
の
で
あ

っ
た
。

　
こ
れ
か
ら
分
か
る
の
は
、
宇
治

一
ノ
坂
が
大
軍
の
宿
営
地
と
し
て
適
切
な
場
所
で
あ

っ
た
こ
と
と
、
こ
こ
が
大
和
道
と
田
原
道
の
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　お　

流
点
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

中世前期における宇治の軍事機能について

(3
)　
木
曾
義
仲
の
滅
亡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　あ　

　
翌
元
暦
元
年
正
月
、
鎌
倉
か
ら
派
遣
さ
れ
た
源
義
経

の
軍
は
、
上
洛
を
目
指
し
て
伊
賀
路
か
ら
宇
治
に
向
か

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
た

の
は
源
(木
曾
)義
仲
の
叔
父
に
当
た
る
義
広
で
あ
る
。
義
広
は
、
田
原
の
地
で
義
経
の
軍
を
迎
え
討

つ
た
め
に
宇
治
に
向
か
っ
た
(『玉
葉
』

+
九
日
条
)。
と
こ
ろ
が
、
義
経
軍
の
進
撃
は
速
く
、
義
広
の
到
着
以
前
に
宇
治
に
進
攻
し
て
お
り
、
義
広
の
軍
は
敗
北
四
散
し
て
六
条

河
原
を
馳
走
。
梶
原
景
時
を
先
陣
と
す
る
東
軍
は
、
こ
れ
を
追
う
よ
う
に
大
和
大
路
よ
り
入
京
を
と
げ
て
い
る

(同
二
+
日
条
)。
こ
れ

に
よ

っ
て
、
都
に
い
た
義
仲
は
近
江
に
逃
れ
、
粟
津
で
討
死
を
と
げ
る
こ
と
と
な
る
。

(4
)　

承
久
の
乱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　お　

内
乱
期
の
宇
治
に
お
い
て
最
大
の
激
戦
が
展
開
さ
れ
た
の
は
、
承
久
の
乱
に
お
け
る
合
戦
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

東
海

・
東
山
両
道

一
体
と
な

っ
た
幕
府
軍
は
、
瀬
田
川

(宇
治
川
)
沿
い
に
南
下
し
て
宇
治
に
向
か

っ
た
北
条
泰
時
軍
と
、
瀬
田
橋
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寿永の乱 、義経軍の進路

承久の乱、北条軍の進路

〔地図4〕 治承 ・寿永内乱 における義経軍 と承久の乱における幕府軍の進路

　　　　　　　 (『宇治市史　 2』170頁 よ り、一部加筆)



か
ら
直
接
西
に
向
か
っ
た
同
時
房
の
軍
の
二
手
に
分
か
れ
て
進
撃
を
続
け
、
泰
時

・
三
浦
義
村
に
よ

っ
て
率

い
ら
れ
た
幕
府
の
主
力
軍

は
、
承
久
三
年

(
=
=
=
)
六
月
十
三
日
、
田
原
道
を
南
下
し
、
泰
時
は
宇
治
、
義
村
は
淀
に
向
か

っ
た
。
泰
時
は
栗
子
山
に
陣
し
た
が
、

配
下
の
足
利
義
氏
・
三
浦
泰
村
は
宇
治
橋
に
軍
を
進
め
、
こ
こ
で
官
軍

(京
方
)
か
ら
激
し
い
抵
抗
を
う
け
た
た
め
、
平
等
院
に
籠
も

っ

て
い
る
。
渡
河
戦
が
行
わ
れ
た
の
は
翌
十
四
日
の
こ
と
で
、
双
方
共
に
多
く
の
死
傷
者
を
出
す
激
戦
と
な

っ
た
。
こ
の
と
き
泰
時

・
義

氏
ら
は
川
岸
の
民
屋
を
壊
し
て
作

っ
た
筏
に
乗

っ
て
対
岸
に
渡

っ
て
い
る
。
ま
た
、
逃
走
し
た
官
軍
の
兵
を
捜
索
す
る
た
め
に
宇
治
川

北
岸

の
民
屋
に
は
火
が
懸
け
ら
れ
、
常
の
事
な
が
ら
、
民
衆
の
被
害
も
甚
大
で
あ

っ
た
。

　
こ
う
し
て
宇
治
を
突
破
し
た
泰
時
の
軍
は

一
挙
に
北
上
し
、
深
草
河
原
を
経
て
、
十
五
日
巳
刻

(午
前
+
時
頃
)、
つ
い
に
六
波
羅

(京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　め　

都
市
東
山
区
)
に
到
着
し
た
の
で
あ
る
。

中世前期 における宇治の軍事機能 について

六
　
宇
治
の
前
衛
と
し
て
の
木
津

　
保

元
の
乱

の
敗
北
に
よ

っ
て
、
摂
関
家
が
国
家
に
お
け
る
自
立
し
た
権
力
体
と
し
て
の
立
場
を
喪
失
し
た
の
と
連
動
し
て
、
宇
治
は

す
で
に
権
門
都
市
と
し
て
の
役
割
を
弱
め
て
お
り
、
と
り
わ
け
軍
事

の
面
で
は
、
平
家
以
下
、
王
権
と
国
家
守
護
を
担
う
在
京
武
力
の

統
制

下
に
置
か
れ

つ
つ
あ

っ
た
。

　
承
久
の
乱
後

の
宇
治
に
、
六
波
羅
探
題
配
下
の
武
士
た
ち
が
横
行
し
て
い
た
こ
と
は
、
『明
月
記
』
嘉
禄
二
年

(
一
二
二
六
)
正
月

二
十

四
日
条
の
記
事
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

　
　

近
日
在
京
武
士
遠
江
国
司
、
〔其
妻
武
蔵
太
郎
時
氏
母
也
、
侃
可
付
時
氏
由
関
東
許
之
云
々
、
〕
本
自
酔
狂
、
飛
騨
前
司
知
重

〔白

　
　
拍
子
奉
行
人
、
官
軍
其

一
也
、〕
・
印
太
兵
衛
、
〔雅
親
卿

一
物
、
〕
於
彼
宅
乱
舞
之
間
酔
郷
、
知
重
被
折
肱
、
印
太
被
躁
躍
云
々
、
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又
酔
中
馳
出
向
宇
治
、
夜
中
仮
宿
所
之
間
、
宇
縣
多
被
擢
破
、
向
後
尤
可
恐
事
欺
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
　
〔
〕
は
割
書

　
遠
江
国
司
と
は
東
国
の
有
力
御
家
人
佐
原
盛
連

の
こ
と
で
、
と
き

の
六
波
羅
探
題
北
条
時
氏

の
義
父

(泰
時
と
離
縁
し
た
時
氏
の
母
が
、

盛
連
の
妻
に
な
っ
て
い
た
)
11
後
見
役
と
し
て
在
京
し
、
大
き
な
権
力
を
振
る
っ
て
貴
族
達
に
恐
れ
ら
れ
、
「悪
遠
江
守
」
と
呼
ば
れ
て
い

　
　
　
　
　
　サ　

た
人
物
で
あ
る
。
宇
治
は
、
こ
う
し
た
六
波
羅
砥
候
の
武
士
た
ち
が
、
酔

っ
た
勢

い
で
乗
り
込
み
、
し
た
い
放
題
の
こ
と
が
出
来
る
よ

う
な
空
間
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
宇
治
は
、
承
久
の
乱
の
後
も
南
都
僧
徒
に
よ
る
強
訴
を
防
衛
す
る
た
め
の
拠
点
と
し
て
機

能
し
て
お
り
、
そ
れ
を
担

っ
た
六
波
羅
の
武
士
た
ち
に
と

っ
て
は
、
馴
染
み
の
深
い
土
地
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
南
都
勢
力
に
よ
る
紛
争
発
生
時
に
実
力
行
使
を
行
う
以
前

の
段
階
で
春
日
神
木
を
移
座
さ
せ
た
り
、
使
者
を
派
遣
し
て

交
渉

の
な
さ
れ
た
地
点
と
し
て
、
宇
治
の
ほ
か
に
木
津
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
木
津

(泉
木
津
)
は
平
城
京

・
南
都
に
と

っ
て
の

重
要

な
水
運
の
基
地
で
、
平
安
京

・
京
都
に
お
け
る
淀
に
匹
敵
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
木
津

へ
の
神
木
の
移
座
な
い
し
は
こ
の
地
に
お
け
る
南
都
衆
徒
と
幕
府
と
の
交
渉
の
事
例
を

『吾
妻
鏡
』
か
ら
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
①

建
保
二
年

(
一
二
一
四
)
八
月
十
三
日
条

南
都
衆
徒
が
欝
訴
あ
り
と
称
し
て
、
春
日
神
木
を

「木
津

の
辺
り
」
に
移
し
、
入

　
　
洛
を
企
て
た
た
め
に
、
在
京
の
武
士
た
ち
が
院
の
命
令
を
受
け
て
宇
治

・
勢
多
に
向
か
っ
た
。

　
②

承
久
三
年

(
=

=
二

)
十
月
十
二
日
条

承
久

の
乱
の
張
本
で
あ
る
能
登
守
秀
康
と
河
内
判
官
秀
澄
が
南
都
に
隠
れ
て
い
る

　
　

と
の
情
報
を
得
た
北
条
時
房
が
、
家
人
ら
を
遣
わ
し
て
捜
索
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
衆
徒
ら
が
こ
の
使
者
た
ち
を
殺
裁
す
る
に
及
ん
だ
。

　
　

そ
こ
で
、
在
京
武
士
や
近
国
の
勇
士
数
千
騎
を
南
都
に
差
し
向
け
た
と
こ
ろ
、衆
徒
は
甚
だ
周
章
し
、
「木
津
河
辺
」
に
使
者
を
送

っ

　
　

て
南
都
に
軍
兵
を
入
れ
な
い
よ
う
に
懇
望
し
た
。

　
③

嘉
禎
元
年

(
=
ゴ
ニ
五
)
十
二
月
二
十
九
日
条

去
る
二
十
四
日
、
南
都
の
衆
徒
が
春
日
社
の
神
木
を
奉
じ
て

「木
津
河
辺
」
に

　
　
発
向
し
た
の
で
、
在
京
の
勇
士
等
が
勅
定
に
よ
っ
て
悉
く
馳
せ
向
か

っ
た
。
衆
徒
の
目
的
は
、
石
清
水
八
幡
の
神
人
と
春
日
社
の
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神
人
が
闘
諄
し
た
際
、
春
日
社

の
神
人
が
多
く
傷
つ
け
ら
れ
た
こ
と
を
訴
え
申
す
こ
と
に
あ
る
。

　
④

嘉
禎
二
年

(
≡

三
六
)
二
月
二
十
八
日
条

去
る
十
四
日
、
幕
府

の
使
者
で
あ
る
後
藤
基
綱
が
、
木
津
川
の
北
に
向
か
い
、
使

　
　
者
を
神
木
の
御
座
所
で
あ
る
川
の
南
に
遣
わ
し
た
。
こ
こ
で
南
都
の
衆
徒
と
交
渉
し
た
結
果
、
二
十

一
日
に
神
木
は
本
社
に
帰
座

　
　

し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　お
　

　
な
お
、
④
に
つ
い
て
、
『春
日
社
司
祐
茂
日
記
』

に
は
、
二
月
十
四
日
に
後
藤
基
綱
が
宇
治
に
お
い
て
南
都
の
五
師
僧
綱
六
人
と
会

見
し
た
と
見
え
て
お
り
、
実
は
木
津

・
宇
治
の
両
所
が
交
渉
の
場
と
な

っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
木
津
の
川
の
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　

が
南
都
勢
力
の
テ
リ
ト
リ
ー
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
然
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
時
代
は
遡
る
が
、
治
承
四
年

(
=

八
〇
)、
興
福
寺

・
東
大
寺
な
ど
を
焼
い
た
平
重
衡
が
、
文
治
元
年

(
一
一
八
五
)
に
至

っ
て
南
都

の
大
衆
に
引
き
渡
さ
れ
た
と
き
、
泉
木
津

(木
津
川
岸
)
で
斬
ら
れ
、
首
は
奈
良
坂
般
若
寺
門
前
で
獄
門
に
晒
さ
れ
た
こ
と
も

(『愚
管
抄
』

第
五
巻
)、
こ
の
地
の
境
界
的
性
格
を
示
す
出
来
事
で
あ

っ
た
。
ち
な
み
に
、
重
衡
が
南
都
を
攻
撃
し
た
際
、
ま
ず
、
先
陣
の
阿
波
民
部

大
夫
成
良

の
軍
勢
が
泉
木
津
に
お
い
て
衆
徒
を

一
蹴
、
ま
た
、
奈
良
坂

・
般
若
寺
に
城
郭
を
築

い
て
待
ち
か
ま
え
る
衆
徒
を
突
破
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　れ　

攻
め
込
ん
だ
こ
と
を
想
起
す
る
と
、
こ
の
境
界
線
は
軍
事
機
能
に
も
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
別
の
角
度
か
ら
で
は
あ
る
が
、
軍
事

の
側
面
か
ら
木
津
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
院
政
期
に
、
春
日
祭
の
上
卿

(摂
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ば
た

家
の
嫡
子
)
が
京
都
に
帰
還
す
る
途
中
、
木
津
川
の
紙
幡
河
原

(木
津
川
市
山
城
町
綺
田
)
で
、
随
従
の
武
者
の
郎
等
に
笠
懸
を
行
わ
せ
る

の
が
恒
例
と
な

っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
天
喜
五
年

(
一
〇
五
七
)
に
は
源
頼
俊
の
郎
等
が
、
寛
治
六
年

(
一
〇
九
二
)
に
は
源
義
綱
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　

郎
等

で
あ

っ
た
上
野
国
住
人
進
藤
兼
貞
が
、
仁
平
四
年

(
=

五
四
)
に
は
源
義
朝
の
郎
等
前
武
者
所
家
久
が
射
手
を

つ
と
め
て
い
る
。

笠
懸
は
笠
を
懸
け
て
的
と
し
て
馬
上
か
ら
射
る
も
の
で
、
こ
れ
は
摂
関
家
の
武
力
を
誇
示
す
る
た
め
の
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
と
し
て
の
意

味
を
も

つ
も
の
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
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ち
な
み
に
、
保
元
の
乱
後
、
流
罪
と
な

っ
た
藤
原
兼
長
以
下
、
頼
長

の
子
息
全
員
が
、
木
津
に
近
い
摂
関
家
領
稲
八
間
庄

(京
都
府

精
華
町
北
稲
八
間
・
南
八
妻
)
か
ら
配
所
に
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

(『兵
範
記
』
保
元
元
年
八
月
三
日
条
)、
木
津
の
境
界
性
に
関
連
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　あ　

思
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
考
を
期
し
た
い
と
思
う
。

お
わ
り
に

　
古
来
、
宇
治
は
大
和
と
山
城
を
結
ぶ
水
陸
交
通

の
要
地
で
あ
り
、
ま
た
瀬
田
と
と
も
に
東
国

へ
通
ず
る
出
入
り
ロ
と
し
て
軍
事
的
に

も
重
要
な
位
置
を
占
め
た
。
そ
の

一
方
、
宇
治

・
木
幡
の
山
野
は
遊
猟
の
場
と
し
て
も
知
ら
れ
、
ま
た
棋
島
な
ど
の
住
人
は
騎
射
に
優

れ
、
武
芸
の
プ
ロ
の
供
給
地
で
も
あ

っ
た
。

　
院
政
期
以
降
、
南
都
僧
徒
に
よ
る
強
訴
が
頻
発
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
宇
治
は
そ
の
防
衛
ラ
イ
ン
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に

な
る
が
、
軍
勢
が
配
置
さ
れ
た
り
、
実
際
に
戦
闘
が
行
わ
れ
た
の
は
栗
駒
山

・
一
ノ
坂

・
宇
治
橋

・
宇
治
橋
東

(北
)
岸
で
あ

っ
た
。

こ
れ
ら
の
地
点
は
、
鳥
羽
院
政
期
に
摂
関
家

の
家
長
で
あ
る
忠
実
に
よ

っ
て
完
成
さ
れ
た

「複
合
権
門
都
市
」
宇
治

の
外
縁
部
と
オ
ー

バ
ー

ラ
ッ
プ
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

　
摂
関
家
と
は
、
敢
え
て
思

い
つ
き
の
レ
ベ
ル
で
述
べ
る
な
ら
ば

「副
王
」
家
と
で
も
称
す
べ
き
存
在
で
あ
ろ
う
。
王
都

(京
都
)
に

近
接
す
る
副
王
家
の
家
長

(大
殿
)
の
営
ん
だ
都
市

(宇
治
)
を
、
王
位
を
退

い
た
王
家
家
長
の
営
ん
だ
白
河

・
鳥
羽

・
法
住
寺
殿
と
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ハ　

似
す
る
衛
星
都
市
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
に
大
む
ね
異
論
は
な
い
が
、
鳥
羽
院
政
期
、
摂
関
家

(忠
実
i
頼
長
)
が
複
合
権
門
と
し
て
国

家
権
力
に
対
時
し
う
る
よ
う
な
存
在
と
化
し
た
段
階
に
お

い
て
、
そ
の
よ
う
に
の
み
捉
え
る
の
は

一
面
的
で
あ
る
。
保
元
の
乱
に
お
け

る
為
義

の
献
策
に
表
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
宇
治
は
、
京
都
の
権
力
に
敵
対
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
自
立
し
た
権
門
都
市
と
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し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
側
面
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
平
等
院
に
葺
か
れ
た
瓦
が
摂
関
家
領
か
ら
供
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
示
さ
れ

る
よ
う
に
、
経
済
や
流
通
面
で
の
自
立
性
も
指
摘
で
き
る
。

　
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
近
年

の
研
究
に
よ
っ
て
、
宇
治
は
空
間
的
規
模
に
お

い
て
鎌
倉
や
平
泉
に
匹
敵
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ

て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
貴
族
邸
宅
の
存
在
し
た
範
囲
の
こ
と
で
あ
り
、

一
ノ
坂
や
宇
治
川
東
岸
か
ら
さ
ら
に
北
方

の
、
乞
食
の
集
落
や
民
居
が
存
在
し
、
と
き
に
は
武
士
た
ち
が
駐
屯

・
宿
営
し
た
、
京
都
に
お
け
る
鴨
河
原
や
南
都
に
お
け
る
奈
良
坂

に
類
す
る
よ
う
な
外
縁
部
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
ま
で
含
め
て
考
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
院
政
期
の
宇
治
に
対
す
る
認
識
、
な
い

し
は
都
市
と
し
て
の
評
価
は
、
お
お
い
に
変
更
を
せ
ま
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
本
稿
は
、
こ
と
さ
ら
新
し
い
事
実
を
掘
り
起
こ
し
た
こ
と
も
な
く
、
た
だ
そ
う
し
た
視
角
か
ら
、
軍
事

の
側
面
に
つ
い
て
従
来
の
知

見
に
照
射
を
加
え
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
拙

い
内
容
な
が
ら
、
宇
治
を
院
政
期
政
治
史
の
上
に
正
当
に
位
置
付
け
る
た
め
の

一
助
と
も

な
れ
ば
幸

い
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
宇
治
は
京
都
と
同
様
に
文
献
史
料
が
豊
富
で
あ
り
、
考
古
学
的
な
発
見
も
お
お
い
に
期
待
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
研

究
の
進
展
に
期
待
を
託
し
、
こ
こ
で
欄
筆
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
す
る
。

注(1
)　

高
木
博
志
氏
は
、
宇
治

の
イ
メ
ー
ジ
を
歴
史
的
に
捉
え
る
と
、
近
世
以
前
に
お

い
て
は
、
宇
治
十
帖

の
イ
メ
ー
ジ
と
と
も
に
、
源
平
合
戦
に
お
け
る

　

源
頼
政

の
自
刃

・
宇
治
川

の
先
陣
争

い
な
ど

『平
家
物
語
』

の
イ

メ
ー
ジ
が
広
く
流
布

し
て
い
た
が
、
近
代

に
な
る
と

「
国
風
文
化
」

の
標
準
作
と
し

　
　
て
平
等
院
鳳
風
堂
が
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
さ
ら
に

『源
氏
物
語
』
研
究

が
盛
ん
に
な
る
に

つ
れ
て

「雅
」
な
別
業
の
イ

メ
ー
ジ
が
重
な
り
、

　

戦
後

は
京
都
観
光

の
構
造
転
換
も
関
わ

っ
て
、
「女
性
性
」
が
強
調
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た

こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る

(「
古
典
文
学
と
近
代
京
都
を
め

49



　
　
ぐ

る
素
描
-
名
所
の
女
性
化
と
源
氏
物
語
千
年
紀
-

」
『歴
史
評
論
』

七
〇
二
号
、

二
〇
〇
八
年
)
。

(2
)　

元
木
泰
雄

『藤
原
忠
実
』

(吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
)
、
『佛
教
藝
術
』
二
七
九
号

(特
集
　
宇
治

の
考
古
学
・藤
原
氏
別
業

の
世
界
、
二
〇
〇
五
年
)
、

　
　
杉
本
宏

『宇
治
遺
跡
群
-
藤
原
氏
が
残
し
た
平
安
王
朝
遺
跡
-⊥

(同
成
社
、
二
〇
〇
六
年
)
な
ど
。

(3
)　

足
利
健
亮

「交
通
路
の
発
達
」
(林
屋
辰
三
郎

・
藤
岡
謙
二
郎
編

『宇
治
市
史
　
1
　
古
代

の
歴
史
と
景
観
』
宇
治
市
、

一
九
七
三
年
)
。

(4
)　

岩
田
慎
平

「宇
治
に
お
け
る
都
市
形
成

の
契
機

に

つ
い
て
1

道
長
期
を
素
材
に
ー

」

(京
都
女
子
大
学
宗
教

・
文
化
研
究
所
ゼ

ミ
ナ
ー
ル

『紫
苑
』

　
　
第
五
号
、

二
〇
〇
七
年
)。

(5
)　

上
田
正
昭

「
神
社
と
信
仰
」
(林
屋
辰
三
郎
・藤
岡
謙
二
郎
編

『宇
治
市
史
　

1
　
古
代

の
歴
史
と
景
観
』
)
、
藤
井
学

・村
井
康
彦

「浄
土
教
と
貴
族
生
活
」

　
　
(同
)
、

『京
都
府

の
地
名
　
日
本
歴
史
地
名
大
系
　
第

二
六
巻
』

(平
凡
社
、

一
九
八

一
年
)。

(6
)　

藤
原
忠
文
に

つ
い
て
は
、
井
上
満
郎

「将
門
の
乱
と
中
央
貴
族
」
(
『史
林
』
五
〇
巻
六
号
、

一
九
六
七
年
)
を
参
照
さ
れ
た

い
。

(7
)　

岩
田
慎
乎

「
宇
治

に
お
け
る
都
市
形
成
の
契
機
に

つ
い
て
ー
道
長
期
を
素
材
に
i
」
。
な
お
、
摂
関
時
代
、
宇
治
周
辺
に
拠
点
を
置

い
た
軍
事
貴
族

　
　
と
し
て
平
維
時

の
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

『小
右
記
』
万
寿
二
年

(
一
〇
二
五
)
十

一
月

二
十
六
日
条
に
よ
る
と
、
こ
の
日
、
岡
屋

(宇
治
市
五
ヶ
庄
)

　
　
に
赴

い
た
内
大
臣
藤
原
教
通
は
維
時
の
宅

に
入

っ
て
い
る
。
維
時
は
、

こ
れ
以
前
に
紀
伊
守
に
任
じ
た
こ
と
が
あ
り
、
国
内

に
私
領
を
設
定
し
、
在
地

　
　
の
武
士
を
郎
等
と
し
て
い
た
か
ら
、
こ
の
岡
屋
の
宅
は
、
京
と
紀
伊
を
往
復
す
る
際
の
中
継
点
と
し

て
機
能
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る

(拙
著

『中
世
東

　
　
国
武
士
団
の
研
究
』
高
科
書
店
、

一
九
九
四
年
、
九
頁
参
照
)
。

(
8
)　

三
浦
圭

一

「
中
世
に
お
け

る
畿
内

の
位
置
-
渡
辺
惣
官

職
を
素
材
と
し

て
ー

」
(同

『中
世
民
衆
生
活
史

の
研
究
』

思
文
閣
出
版
、

一
九

八
六
年
、

　

初
出
は

一
九
六
五
年
)
、
小
西
瑞
恵

「摂
津
渡
辺
党
と
山
城
槙
島
氏

・狛
氏
-
中
世

の
武
士
論
に

つ
い
て
の
覚
え
書
き
ー
」

(『大
阪
樟
蔭
女
子
大
学

(学

　

芸
学
部
)
論
集
』
第
四

二
号
、

二
〇
〇
五
年
)
、
鴇
田
泉

「
流
鏑
馬
行
事

の
成
立
」
(
お
茶

の
水
女
子
大
学

『人
文
科
学
紀
要
』
第
四
〇
巻
、

一
九
八
七

　

年
)
。
ち
な
み
に
、

『平
家
物
語
』
巻
第

二
の

「蜂
火
之
沙
汰
」
に
は
、
平
重
盛

の
軍
事
動
員
に
応
じ
た
京
周
辺
の
武
力
供
給
地

の
中
に
、
宇
治

・
岡
屋
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中世前期 における宇治の軍事機能 について

　
　
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。

(9
)　

強
訴
の
実
態
と
そ

の
プ

ロ
セ

ス
に
つ
い
て
は
、
衣
川
仁

「
強
訴
考
」
(同

『中
世
寺
院
勢
力
論
-
悪
僧
と
大
衆
の
時
代
1
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
)

　
　
参
照
。

(10
)

上
横
手
雅
敬

「鎌
倉
幕
府
と
摂
関
家
」
(林
屋
辰
三
郎

・
藤
岡
謙
二
郎
編

『宇
治
市
史
　
2
　
中
世

の
歴
史
と
景
観
』
宇
治
市
、

一
九
七
四
年
)
。

(11
)　

藤
井
学

・
村
井
康
彦

「浄
土
教
と
貴
族
生
活
」。

(12
)　

『京
都
府

の
地
名
　
日
本
歴
史
地
名
大
系

　
第

二
六
巻
』。

(13
)　

こ
の
場
面
は
、
『春
日
権
現
験
記
絵

新
修
日
本
絵
巻
物
全
集

第

一
六
巻
』

(角
川
書
店
、

一
九
七
八
年
)
五
二
～
五
三
頁

に
掲
載
さ
れ
て

い
る
。

(14
)　

元
木
泰
雄

「院
政
期

の
権
門
　
内
乱
と
武
士
政
権

の
分
立
」

(院
政
期
文
化
研
究
会
編

『権
力
と
文
化
　
院
政
期
文
化
論
集
　
第

一
巻
』
森
話
社
、

　
　
二
〇
〇

一
年
)
、
同

『藤

原
忠
実
』
。

(15
)　

元
木
泰
雄

『藤
原
忠
実
』
一
〇
六
頁
。
横
内
裕
人
氏
は
、
院
政
期

の
宇
治

が

「
狭
義

の
政
治
が
行
わ
れ
る
京
都

に
設
け
ら
れ
た

「
京
の
家
」
(「
中
外
抄
」
)

　
　
と
不
可
分
な
、
も
う
ひ
と

つ
の
摂
関
家

の
拠
点
」
で
あ
り
、
そ
の
忠
実

に
よ
る
大
造
営
と
鳥
羽
院
に
よ
る
鳥

羽
大
造
営
は

「微
妙
な
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス

　
　
を
背
景
に
し
た
文
化
の

ヘ
ゲ

モ
ニ
ー
競
争
で
も
あ

っ
た
」
と
評
さ
れ
る

(「
宇
治
と
王
権
1

「憂

し
宇
治
」
の
実
像
1

」
院
政
期
文
化
研
究
会
編

『時

　
　
間
と
空
間
　
院
政
期
文
化
論
集
　
第
三
巻
』
森
話
社
、
二
〇
〇
三
年
)
。

(16
)　

四
条
宮
寛
子
に

つ
い
て
は
、
山
田
彩
起
子

「
四
条
宮
寛
子

の
摂
関
家
に
お
け
る
位
置
」
(
『駿
台
史
学
』
第

一
二
八
号
、
二
〇
〇
五
年
)
を
参
照
さ
れ
た

い
。

(17
)　

尻
池
由
佳

「
「権

門
都
市
」
宇
治

の
形
成
ー

摂
関
家
別
業
を
中
心

に
i
」

(京
都
女
子
大
学
宗

教

・
文
化
研
究
所
ゼ
ミ
ナ
ー

ル

『紫
苑
』
第

五
号
、

　
　
二
〇
〇
七
年
)
。

(18
)　

元
木
泰
雄

『藤
原
忠
実
』
三
二
～
三
三
頁
、

一
〇
五
～

一
〇
六
頁
。

(19
)　

苅
米

一
志

「荘
園
社
会
に
お
け
る
神
祇
の
複
合
構
造
ー

山
城
国
宇
治

・棋
島
郷
を
素
材
と
し
て
ー
」
(同

『荘
園
社
会

に
お
け
る
宗
教
構
造
』
校
倉
書
房
、
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二
〇
〇
四
年
)
。

(20
)　

山
路
興
造

『宇
治
猿
楽
と
離
宮
祭
-
宇
治

の
芸
能
史
-
宇
治
文
庫
8
』

(宇
治
市
歴
史
資
料
館
、

一
九
九
七
年
)
。

(21
)　

三
浦
圭

一

「
中
世
に
お
け
る
畿
内
の
位
置
i
渡
辺
惣
官
職
を
素
材
と
し
て
ー

」。

(22
)　

鴇
田
泉

「流
鏑
馬
行
事

の
成
立
」。

(23
)　

元
木
泰
雄

『藤
原
忠
実
』

一
〇
七
頁
。

(24
)　

元
木
泰
雄

『藤
原
忠
実
』

一
〇
七
頁
。
な
お
、

『兵
範
記
』
保
元
二
年

三
月

二
十
九

日
条

の
記
事

か
ら
、
忠
正

の
本
邸
は
禅
林
寺
に
あ

っ
た
と
推
測

　
　
さ
れ
る

(米
谷
豊
之
祐
氏
の
御
教
示
に
よ
る
)
。

(25
)　

頼
盛
は

『尊
卑
分
豚
』
清
和
源
氏
満
仲
四
男
頼
平
流

(国
史
大
系
本
　
第
三
篇

一
七
九
頁
)
に
、
檜
坂

(檜
垣
)
太
郎
忠
光
の
子
と
し
て
所
見
す
る
。

(%
)　

元
木
泰
雄

『藤
原
忠
実
』

一
二
〇
頁
。
な
お
、
こ
の
事
件
の
背
景
に

つ
い
て
は
、
戸
田
芳
実

「
平
安
末
期
の
動
乱
と
尼
崎
地
方
」

(
『尼
崎
市
史
　
第

　
　

一
巻
』
尼
崎
市
役
所
、

一
九
六
六
年
)
に
詳
し

い
。

(27
)　

元
木
泰
雄

『保
元

・
平
治

の
乱
を
読
み
な
お
す
』

(日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
四
年
)
九
〇
頁
。

(82
)　

現
地
説
明
会
資
料

「宇
治
市
街
遺
跡

(里
尻
%
)
発
掘
調
査

の
成
果
」
宇
治
市
歴
史
資
料
館
、

二
〇
〇
五
年
九
月

二
十
三
日
。

(29
)　

元
木
泰
雄

『藤
原
忠
実
』

一
二

一
頁
。

(
30
)　

元
木
泰
雄

『保
元

・
平
治
の
乱
を
読

み
な
お
す
』
九
四
頁
。

(
31
)　

梶
原
正
昭

「
『平
家
物
語
』

の

一
考
察
ー

「橋
合
戦
」
を
め
ぐ
る
史
実
と
文
学
1

」
(佐

々
木

八
郎
博
士
古
稀
祝
賀
記
念
事
業
会
編
集
委
員
会
編

『軍

　
　
記
物
と
そ
の
周
辺
-
佐

々
木

八
郎
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
1
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、

一
九
六
九
年
)、
拙
稿

「
橋
合
戦
に
お
け
る
二
人

の
忠
綱
」

(
『文

　
　
学
』
第
三
巻
第
四
号
、

二
〇
〇
二
年
)
、
佐
伯
真

一

「異
能

の
悪
僧
達
」

(福
田
晃
監
修

『伝
承
文
化
の
展
望
-

日
本

の
民
俗

・
古
典

・
芸
能
1
』
三
弥

　
　
井
書
店
、

二
〇
〇
三
年
)。

『平
家
物
語
』

の

「
橋
合
戦
」

の
場
面

に
、
南
都
衆
徒
と
渡
辺
党

の
武
士
の
活
躍
す

る
場
面
の
多

い
理
由
は
、
彼
ら
と
宇
治
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中世前期における宇治の軍事機能について

　
　

の
密
接
な
関
係
を
想
起
す
れ
ば
自
ず
と
説
明
が

つ
く

で
あ
ろ
う
。
彼
ら

の

「
い
く
さ
が
た
り
」
を

ベ
ー
ス
に
し
て
物
語
が
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(32
)　

平
家

一
門
都
落
ち
前
後
に
お
け

る
平
資
盛

の
立
場
や
行
動
に

つ
い
て
は
、
上
横
手
雅
敬

「小
松
殿
の
公
達
に

つ
い
て
」

(安
藤
精

一
先
生
退
官
記
念

　
　
論
文
集

『和
歌
山
地
方
史

の
研
究
』
清
文
堂
出
版
、

一
九

八
七
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(33
)　

『山
城
名

勝
志
』
巻
十
七
の

コ

ノ
坂
」

の
項
に
は

「
宇
治
ノ
町
西
ノ
端
橋
よ
り
七
八
町
ば
か
り
、

一
ノ
坂
町
と

い
う
。
こ
れ
よ
り
坂
路
也
。
こ
れ

　
　
古

の
奈
良
路
也
。
ま
た
こ
れ
よ
り
田
原
村
に
通
う
道
有
り
」
、
同
巻
十
九
の
「
田
原
郷
」
の
項
に
は
「宇
治
ノ

一
ノ
坂
よ
り
田
原
郷
ロ

へ
二
里
八
町
坂
路
也
」

　
　
と
見
え

る
。
ち
な
み
に
、
治
承
四
年

(
=

八
〇
)
十
二
月
、
平
重
衡
が
南
都
僧
徒
追
討
の
た
め
下
向
し
た
際
、
そ
の
軍
勢
は
宇
治
に

一
両
日
経
廻
し

　
　
た
後
に
発
向
し
て
お
り

(
『玉
葉
』

二
十
五
・
二
十
七
日
条
、
『山
梶
記
』

二
十
六
日
条
)
、

こ
の
時
も

一
ノ
坂
を
宿
営
地
と
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

(謎
)　

義
経
軍
の
進
攻
経
路
に

つ
い
て
は
、
川
合
康

「
治
承

・
寿
永
内
乱
と
伊
勢

・
伊
賀
平
氏
-

平
氏
軍
制
の
特
徴
と
鎌
倉
幕
府
権
力

の
形
成
1
」

(同

『鎌

　
　
倉
幕
府
成
立
史
の
研
究
』
校
倉
書
房
、

二
〇
〇
四
年
)
を
参

照
さ
れ
た
い
。

(35
)　

承
久

の
乱

の
経
過
に

つ
い
て
は
、
拙
稿

「承
久

の
乱
」

(鈴
木
彰

・
樋

口
州
男
編

『後
鳥

羽
院

の
す

べ
て
』

(新
人
物
往
来
社
、

二
〇
〇
九
年
)
を
参

　
　
照
さ
れ
た

い
。

(36
)　

以
上
、

『吾
妻
鏡
』

に
よ
る
。

(37
)　

『明
月
記
』
寛
喜
二
年

四
月
十
七
日

・
天
福
元
年

五
月
二
十

二
日

・
同
年
六
月
十
三
日
条
、
『民
経
記
』
天
福
元
年
六
月
十
三
日
条
。

(認
)　

『大

日
本
史
料
』
第
五
編
之
十
、
五
八
九
頁
。

(39
)　

嘉
禎

の
南
都
僧
徒
の
蜂
起
と
幕
府

(六
波
羅
)
の
対
応

に
つ
い
て
は
、
熊
谷
隆
之

「
嘉
禎

の
南
都
蜂
起
と
鎌
倉
幕
府
ー

「大
和
国
守
護
職
」
考
1
」
(大

　
　
和
を
歩
く
会
編
)

『シ
リ
ー
ズ
歩
く
大
和
-
　
古
代
申
世
史

の
探
究
』
法
蔵
館
、

二
〇
〇
七
年
)
を
参

照
さ
れ
た
い
。

(如
)　

『山
塊
記
』
治
承
四
年
十
二
月

二
十
七
日

・
二
十
八
日
条
。
な
お
、
村
井
康
彦

『改
訂
　
平
家
物
語
の
世
界
』

(徳
間
書
店
、

一
九
七
七
年
)
三
Ω

二

　
　
頁
以
下
を
参
照
。
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(41
)　

拙
稿

「戦
士
社
会

の
儀
礼
」

(福
田
豊
彦
編

『中
世
を
考
え

る
　

い
く
さ
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
三
年
)
、
高
橋
昌
明

「鶴
岡
八
幡
宮
流
鏑
馬
行
事

　
　
の
成
立
-
頼
朝

に
よ
る
騎
射
芸
奨
励

の
意
味
1
」
(同

『武
士

の
成
立
、
武
士
像

の
創
出
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
九
年
、
初
出
は

一
九
九
六
年
)。

(
24
)　

な
お
、
治
承

・
寿
永
内
乱

の
過
程
で
幕
府
有
力
御
家
人
の
梶
原
景
時
が
摂
関
家
領
で
あ

っ
た
木
津
庄
を
押
領
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

(
『平
安
遺
文
』

　
　
四
二
四
五
号
)
。
景
時

は
源
義
経
軍
入
京

の
際
に
先
陣
を

つ
と
め
て
お
り
、
そ
れ
と
の
関
係
で
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
と
思
う
。

(
34
)　

山
田
邦
和
氏
は
、
中
世
京
都
を

「
巨
大
都
市
複
合
体
」
と
い
う
概
念

で
と
ら
え
、
白

河

・
鳥
羽
を
そ
れ
を
構
成
す

る
衛
星
都
市
と
し
て
位
置
付
け
て

　
　
お
ら
れ
る

(「中
世
都
市
京
都

の
成
立
-
工
人
町
の
発
達
と
中
世
都
市
1
」
古
代
都
城
制
研
究
集
会
実
行
委
員
会
編

『古

代
都
城
制
研
究
集
会
第

3
回

　
　
報
告
集
　
古
代
都
市

の
構
造
と
展
開
』
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、

一
九
九
八
年
)
。
な
お
、
私
も
山
田
氏

の
説
を
前
提
と
し
て
、
院
政
期
～
鎌
倉
時

　
　
代

の
京
都
を

「王
権
複
合
都
市
」
と

い
う
概
念
で
と
ら
え
る
こ
と
を
提
示
し
た
こ
と
が
あ
る

(「
中
世
前
期

の
権
力
と
都
市
ー
院
御
所

・
内
裏

・
六
波

　
　
羅
-

」
高
橋
康
夫
編

『中
世
都
市
研
究

12
　

中
世

の
な
か

の

「京
都
」』
新
人
物
往
来
社
、
二
〇
〇
六
年
)。

【付
記
】
本
稿
は
、

二
〇
〇
七
年
度
京
都
女
子
大
学
宗
教

・
文
化
研
究
所
研
究
助
成

(共
同
研
究
)
に
よ
る
研
究

「
『権
門
都
市
』
宇
治

の
成
立

(中
世
前
期

の
宇
治

に
関
す
る
総
合
的
研
究
皿
)
」

(《
研
究
代
表
者
》
野
口
実
、
《
研
究
協
力
者
》
佐
伯
智
広

・
岩

田
慎
平

・
佐
藤
英
子

・
長
村
祥
知

・
辻
浩
和

・
坂
口
太

郎

・
樋

ロ
健
太
郎

・
田
中
裕
紀

・
雨
野
弥
生

・
大
原
瞳

・
鈴
木
潤

・
永
富
絵

里
子
)
の
成
果

の

一
部
で
あ

る
。

〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　
　
宇
治

・
複
合
権
門

・
強
訴

・
武
士


